
丸森町
店舗等快適化リフォーム促進事業補助金のご案内

令和2年9月1日（初版）丸森町商工観光課

新型コロナウイルス感染症のまん延防止を図るため、町内で商工業を営む中小
企業者又は個人事業者の方を対象に、自らの事業の用に供する店舗等のリフォー
ムについて予算の範囲内で補助金を交付します。

受付期間：令和２年９月１日から令和３年３月31日まで
※予算の関係で期限より早く終了することがあります。

１ 補助金額等

(1) 補助金額・補助率 上限20万円（対象事業費の100％補助）

(2) 補助対象事業者 丸森町内に店舗を持つ中小企業・小規模事
業者（個人事業主含む）
※大規模小売店、フランチャイズチェーン
契約店舗は除く

(3) 対象となるリフォーム
（①～④全てを満たすこと）

①店舗等のうち、顧客等の対面による販売、
サービスの提供等の用に供する部分のリ
フォームであること。
②本補助金をこれまでに受けた店舗等のリ
フォームでないこと。
③感染症のまん延拡大を防止するために行
うリフォーム工事で、業界団体等が別に定
める基準に基づくリフォームであること。
④経費総額２万円以上（税込）であること。

(4) 対象とならないリフォーム ・撤去のみを行う工事
・門、塀、広告用看板等の構築物の工事
・工事を伴わない家庭用電化製品等の購入
・厨房、事務所等、従業員のみが利用する
スペースのリフォーム

(5) リフォーム内容の例 ・店内換気システムの改修
・自動手洗い器の導入
・座席間の間仕切りの設置
・机やイスの配置変更
・窓口、カウンターの仕切りの設置 など

(6) 対象時期 令和２年４月１日以降に実施する（実施し
た）リフォームで、令和３年３月31日まで
に完了するもの。

申請に必要な書類・申請方法については裏面をご確認願います

（リフォーム：店舗等の機能を維持させ、又は向上させるための改築、修繕、改修、備品購入等をいう。
ただし、建築確認を要する工事を除く。）



２ 申請に必要な書類

(1)【事業完了前の場合】
・丸森町店舗等快適化リフォーム促進事業補助金交付申請書（様式第１号）
・対象工事費用の明細書、見積書又は契約書の写し
・現況写真及び対象工事計画図

(2)【事業完了後の場合】
・丸森町店舗等快適化リフォーム促進事業補助金交付申請書兼実績報告書
（様式第２号）

・対象工事に係る請求書、明細書及び領収書の写し
・対象工事に係る完成写真及び対象工事計画図又は工事完成図

(3)【共通様式】
・誓約書（様式第３号）
・丸森町店舗等快適化リフォーム促進事業実施計画書（様式第４号）
・店舗等の位置図
・市町村税の完納証明書
・営業報告書、財務諸表、確定申告書の写し等申請者の財務状況を示すもの
・本人確認書類（運転免許証等）

(4)【申請者が法人である場合】
・法人登記事項証明書（現在事項全部証明書）

(5)【申請者が個人事業者である場合】
・住民票の写し

(6)【店舗等を所有している者】
・登記事項証明書又は売買契約書等の写し

(7)【店舗等を借用している者】
・所有者の承諾書又は賃貸借契約書等の写し

３ 申請方法
〇必ず下記お問い合わせ先に電話等で事前予約のうえ、下記の宛先まで郵送
又は役場に直接持参願います。（書類作成相談は電話等にて対応します）
【宛先】
〒981-2192 宮城県伊具郡丸森町字鳥屋120番地 丸森町役場 商工観光課宛て

◆お問い合わせ先
丸森町役場 商工観光課 商工班
TEL：0224-87-7620 FAX：0224-72-3041
E-mail：shokou@town.marumori.miyagi.jp
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://www.town.marumori.miyagi.jp/

【お願い】
◎書類の不足・記入漏れの無いよう
提出前に再度ご確認ください。

◎事前予約がない場合はお待ちいただく
場合があります。

◎直接書類を持参する際は必ず印鑑を
持参願います。

※申請に必要な様式は、９月１日(火)から
丸森町ホームページにて印刷できます。
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